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◆実施結果の概要

◆おもな意見の概要と市の回答　

問合せ先　□市行政グループ　☎52－1111（内線351）

★詳しくは市公式ホームページで紹介しています。

高浜市公共施設マネジメント基本条例
（素案）に対する皆さんの意見と市の
対応について概要をお知らせします

高浜市公共施設マネジメント基本条例
（素案）に対する皆さんの意見と市の
対応について概要をお知らせします
「高浜市公共施設マネジメント基本条例（素案）」をよりよいものとするため、パブ
リックコメント（市民の皆さんからの意見募集）を実施しました。

【意見への対応】
①修正…………………意見に基づいて、原案を修正
②原案どおり…………意見を検討したが、原案どおりとする
③意見として承り……原案の内容以外の意見を承った
④その他………………感想や質問など

提出人数提出意見意見募集期間
7月1日～31日

②原案どおり ③意見として承り①修正

対応結果

④その他

4件0件6件 2件6人 0件

意　見　概　要

条例案
全体

意見の
対象箇所 市の考え方

「高浜市公共施設あり方計画（案）」に
おいて、徒歩圏が維持できるというコンパ
クトな地域特性を考慮した施設配置を行う
ため、「『学校』を地域コミュニティの拠
点として位置づけ、他の施設との複合化を
視野に入れた施設の改修・建替えを行う」
こととしています。
また、公共施設マネジメントに関する長
期計画としては、本条例案第4条第1項お
よび第3項に掲げる計画にあたる、20年
間の公共施設等総合管理計画および長期財
政計画を平成27年度に策定し、公表して
いきます。

条例体裁は標準的だが、抽象的で具体表
現が無く、改革、革新を図るという意気込
みは感じられない。
四方約５㎞の小規模な街で、市財政は潤

沢になく、ハコモノ構築の基本要件は、最
少投資で最大効果を発揮する工夫や抜本的
な意識改革と思う。
その工夫案として、ハコモノの集約化と

複合化を提案する。
施設マネジメントに、方向性（コンセプ

ト）と長期計画の視覚化（見える化）も条
例に加えてはと感じた。

対応結果

②原案ど
おりとし
ます

②原案ど
おりとし
ます

公共施設マネジメントの“マネジメント”
には「適正化」の意味があり、平準化と限
定することに無理があるように思われる。
公共施設あり方計画の用語集においても

「平準化」という限定的な使用はしていな
いのではないか。

第2条　
用語の意
味
(２)
公共施設
マネジメ
ント

ご指摘のとおり、公共施設マネジメント
とは、大きくは公共施設の「適正化」を図
るものと考えていますが、「適正化」とい
っても、何をもって「適正」とするかにつ
いてはさまざまな考え方があります。
このことから、本条例案第２条第２号に
おいて、市の将来を見据え、身の丈にあっ
た「公共施設を効率的かつ効果的に配置
し、管理運営することにより、行政サービ
スの向上を図ること」を高浜市にとっての
公共施設の「適正化」として、明文化して
います。
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問合せ先　いきいき広場内保健福祉グループ　☎52－9871

問合せ先　いきいき広場内保健福祉グループ　☎52－9871

対象者には通知します。接種を希望する方は、実施医療機関に事前に問合せのうえ接種してください。
接種期間　10月１日（木）～12月30日（水）
※日曜日、祝日およびそのほか各医療機関の休診日は除く。
※インフルエンザの流行期に間に合うよう、12月中旬までに受けてください。
※12月に接種を希望する方は、早めに医療機関へ予約、または問い合わせてください｡
※ワクチンの入荷状況により、接種開始日が多少遅れることがあります。

対　象
・接種日に65歳以上の方
・接種日に60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動
が極度に制限される程度の障がいがある方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常
生活がほとんど不可能な程度の障がいがある方
※９月１日（火）以降に転入した方などで、通知が届かない方はいきいき広場内保健福祉グループへ
申し出てください。

接種回数　１回
費　用　１,０００円
※医療機関で支払ってください。
※生活保護法による被保護世帯の方は無料。また、市民税非課税世帯に該当する方は費用免除
平成28年１月15日（金）までにいきいき広場内保健福祉グループへ申し出てください。

実施医療機関（要予約・50音順）

には通知します 接種を希望する方は 実施医療機関に事前に問合せのうえ接種してく

◉ インフルエンザ予防接種 ◉◉ インフルエンザ予防接種 ◉

特定健康診査・後期高齢者健康診査は受診しましたか特定健康診査・後期高齢者健康診査は受診しましたか特定健康診査・後期高齢者健康診査は受診しましたか
期　間　９月30日（水）まで

※10月以降も実施する医療機関もあり
ます。
※詳しくは保健福祉グループまたは各医
療機関に問い合わせてください。

対　象　高浜市国民健康保険加入者・後期高齢者
医療制度加入者

内　容　身体計測、血圧測定、尿検査、胸部Ｘ線直
接撮影、心電図検査、眼底検査、
生活機能検査（65歳以上）

持ち物　健康診査受診票、健康保険証
費　用　無料

年に1回は健康診査を受けていますか？早い段
階で体の異常を見つけるためには定期的に健康診
査を受けることが大切です。市内実施医療機関に
予約のうえ早めに受診してください。
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岩月外科内科クリニック
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近藤医院

☎52－５５２２

きぬうら整形外科泌尿器科

泰生医院
刈谷豊田総合病院高浜分院高浜愛レディースクリニック ☎54－５１６１


